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令和２年１１月定例会会議録  

 

 令和２年豊郷町議会１１月定例会は、令和２年１１月３０日豊郷町役場内に招集された。 

 

 １、当日の出席議員は次のとおり  

             １ 番    日比野 雄 二  

             ３ 番    中 島 政 幸  

             ４ 番    村 岸 善 一  

             ５ 番    前 田 広 幸  

             ６ 番    高 橋 直 子  

             ７ 番    北 川 和 利  

             ８ 番    西 澤 博 一  

             ９ 番    鈴 木 勉 市  

            １０ 番    西 澤 清 正  

            １１ 番    河 合   勇  

            １２ 番    今 村 恵美子  

 

 ２、当日の欠席議員は次のとおり  

        ２ 番    辻 本   勇  

 

 ３、地方自治法第１２１条の規定に基づき提案理由の説明のために出席を求めたる者は

次のとおり  

        町 長    伊 藤 定 勉  

        教 育 長    堤   清 司  

        総 務 課 長    北 川 貢 次  

        総 務 課 長    山 田 裕 樹  

        企 画 振 興 課 長    清 水 純一郎  

        税 務 課 長    山 口 昌 和  

        保 健 福 祉 課 長    森   ちあき  

        医 療 保 険 課 長    西 山 喜代史  

        住 民 生 活 課 長    長谷川 勝 就  

        会 計 管 理 者    小 西 直 美  

        人 権 政 策 課 長    西 山 逸 範  

        地 域 整 備 課 長    岡 村 浩 孝  
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        産 業 振 興 課 長    山 田 篤 史  

        上 下 水 道 課 長    森 本 智 宏  

        教 育 次 長    馬 場 貞 子  

        社 会 教 育 課 長    中 山 圭 史  

 

 ４、当日の会議に職務のため出席した者は次のとおり  

        議 会 事 務 局 長    神 辺   功  

        書 記    久保川 真由美  

 

 ５、提案された議案は次のとおり  

    議第９２号  彦根愛知犬上広域行政組合の共同処理する事務の変更および規約

の変更に関する協議につき議決を求めることについて  

    議第９３号  彦根市／犬上郡営林組合規約の変更について  

    議第９４号  豊郷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例案  

    議第９５号  豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案  

    議第９６号  豊郷町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例

の一部を改正する条例案 

    議第９７号  豊郷町議会議員および豊郷町長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例案 

    議第９８号  令和２年度豊郷町一般会計補正予算（第７号） 

    議第９９号  令和２年度豊郷町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

    議第１００号  令和２年度豊郷町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

    議第１０１号  令和２年度豊郷町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） 

    意見書第４号  防災・減災、国土強靭化対策の推進を求める意見書案 

    副議長辞職の件 

    選挙第１号  副議長の選挙について 

    議会運営委員会委員の辞任の件 

    議会運営委員会委員の補欠選任の件 
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河合議長  令和２年１１月第４回豊郷町議会定例会を開会いたします。  

 ただいまの出席議員は１１名であり、会議開会定足数に達しております。よっ

て、第４回定例会は成立いたしました。  

 本日の会議を開きます。  

 （午後１時３０分） 

 最初に、留意事項をご説明いたします。会議規則に基づき、規則を遵守願いま

す。お手元の携帯電話の電源をお切りになるか、マナーモードに切り替えていた

だきますようお願いいたします。また、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他

議事の妨害となる言動をお慎みください。また、採決の際は、みだりに離席をし

ないようお願いいたします。  

 そうした中でも特にお願いをしておきたいことは、発言は全て簡明にするも

のとし、議題外にわたり、またはその範囲を超えた発言はされませんようお願い

いたします。会議規則の規定を遵守し、円滑なる議会の運営にご協力のほど、お

願いいたします。  

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、７番、北川和利議員、８

番、西澤博一議員を指名いたします。 

 日程第２、会期決定の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、本日から１２月１８日までの１９日間としたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

議  員  異議なし。 

河合議長  異議なしと認め、よって会期は本日より１２月１８日までの１９日間と決し

ました。なお、会期の日程につきましては、お手元に配付いたしました日程表に

より、会議を進めてまいりたいと思いますので、ご協力のほど、お願い申し上げ

ます。 

 日程第３、諸般の報告を行います。 

 最初に、閉会中の委員の所属変更について報告をします。閉会中の１０月２８

日、総務産業建設常任委員の今村恵美子君からは文教民生常任委員に、文教民生

常任委員の高橋直子君からは総務産業建設常任委員に、それぞれ常任委員会の

所属を変更したいとの申出がありました。閉会中の申出により、委員会条例第７

条の規定に基づき、１０月３０日に許可をしましたので、ご報告します。 

 次に、監査委員から地方自治法の規定により、令和２年８月分から１０月分の

現金出納検査結果ならびに定期監査報告が議会に提出されていますので、ご了
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承願います。 

 次に、地方自治法の規定により、本定例会の説明員として、お手元に配付の文

書のとおりあらかじめ出席を求めておきましたので、ご了承願います。 

 また、一部組合議会の結果報告が提出されています。お手元に配付していると

おりでございます。ご了承願います。 

 続いて、委員会報告を行います。議会広報常任委員会の報告を願います。高橋

議会広報常任委員会委員長、報告をお願いします。 

高橋議会広報 

常任委員長  それでは、広報常任委員会報告をいたします。 

 議会広報委員会では、令和２年９月１１日、第３回定例会の予算決算常任委員

会終了後、議会だより第８３号の発行に向けまして委員会を開き、掲載しようと

する事柄を選定しました。紙面の構成や原稿作成の役割分担、今後の編集作業の

進め方などを決定し、前号記事に係る訂正対応についても協議を行いまし

た。１０月９日には、２回目の広報委員会を開き、この時点において紙面に表現

できているものについての校正作業を行うとともに、表紙のテーマや使用施策

の概要として取り上げる事柄を決定。委員会レポートなど、今後の具体的な進め

方についての確認など、発行に向けて作業を進めました。１０月２１日には、

第３回となる委員会を開催し、表紙に使う写真の選定や裏表紙に掲載の「がんば

ってま～す」で取り上げる記事内容の決定、一般質問記事の原稿文や議決の状況

などについても確認作業を進めました。１０月２８日には、第４回となる委員会

を開催し、紙面のレイアウトや文章表現の修正、文字の校正・確認など、各ペー

ジごとに最終点検を行い編集作業を終了しました。その後、委員会で示された修

正内容などが適正に紙面に反映されているかの最終確認を正副委員長で行い、

議会だより第８３号を１１月１３日に発行しました。 

 今回の第８３号発行に際しては、令和元年度における豊郷町の取組が決算と

いう形で議会に示される、言わば昨年１年間の総評価をしていく機会であった

ことから、読者の皆さんに議会としての活動をよりお伝えするにはどのように

したらいいのかと腐心しながら編集作業に当たりました。 

 また、表紙部分では、青空の下、力いっぱい元気に走る子どもたちの写真を採

用することで、少しでも新型コロナに負けないぞという思いが皆さんに感じて

いただければと考えました。 

 さらに、裏表紙の「がんばってま～す」のコーナーでは、豊郷町での暮らしに

心酔して、大学卒業後社会人になっても引き続き豊郷町に暮らし続け、日々地域

との充実した生活を営まれている神戸市出身の吉田さんの活動に焦点を当てて
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紹介することで、私たちが当たり前にしていて気づかない豊郷町の魅力につい

て再認識するところは大きいものと考え、そうした思いを伝えていきたいとい

う願いを持って編集を進めました。 

 また、１１月５日には、多賀町中央公民館、多賀結いの森において、滋賀県町

村議長会主催の町議会広報研修会に参加をいたしました。今回の研修会では、県

下６町の議会だよりが一同に比較検討できるよい機会となったことから、これ

までとは違った視点から紙面、編集など、今後の活動の参考になるところが多い

ものでした。特に、町広報との違いを出せる編集に心がけ、今後は少しずつでも

より一層よい町議会広報に繋がるよう、委員全員で取り組みたいと考えるとこ

ろです。 

 報告の最後になりましたが、今日第３波襲来として、また町内でクラスターが

発生するなど、再びコロナ感染が拡大する社会状況となっていますが、町民の皆

さんが日々健康で希望を持った暮らしが一日も早く取り戻せる社会となります

ことを、広報編集委員会として心からお祈り申し上げますとともに、発行に当た

ってご協力をいただきました皆様、誠にありがとうございました。心よりお礼申

し上げます。 

 以上で、議会広報常任委員会の報告を終わります。 

河合議長  ご苦労さまでした。これで諸般の報告を終わります。 

 日程第４、議第９２号から日程第１３、議第１０１号までの１０議案について

一括して提案理由の説明を求めます。 

伊藤町長  はい、議長。 

河合議長  町長。 

伊藤町長  改めまして、皆さん、こんにちは。  

 提案説明の前に一言御礼を申し上げます。本日、令和２年１１月豊郷町議会定

例会を招集いたしましたところ、議員の皆様には公私何かとご多用の中、ご参集

を賜り、心より厚く御礼申し上げます。  

 さて、豊郷病院で発生した新型コロナウイルス感染のクラスターについては、

昨日も３名の方が感染されましたが、豊郷病院では、地区の保健所、滋賀県クラ

スター対策班の指示の下、より一層検査及び感染症対策を実施しているとのこ

とであります。また、豊郷町の情報の開示につきましても、お伝えさせていただ

き、今回は早急に連絡をいただきました。また、１１月２７日には、豊郷町在住

の６０代の男性１名が感染されました。その家族等については全て陰性であり、

感染が拡大いたしませんでした。感染されました皆様にお見舞いを申し上げま

すとともに、一刻も早い回復をお祈り申し上げます。  
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 豊郷町におきましても、より一層情報収集に努め、町民の皆さん方の安全安心

に努めてまいりたいと思います。  

 また、一方では朝ドラ「エール」が終わり、下期の朝ドラとして「おちょやん」

が本日より放送されました。浪花千栄子さんを題材にしたドラマであり、旧豊郷

小学校群でも撮影されましたので、皆さん方に見ていただければと思い、報告さ

せていただきます。  

 さて、今期定例会には、令和２年度豊郷町一般会計補正予算ならびに各特別会

計等の補正予算案件４件、条例制定１件、条例改正３件、その他２件、計１０件

の議案を提案させていただいております。  

 今回は、まず議第９２号から議第１０１号までを一括して説明させていただ

きます。  

 それでは、議第９２号彦根愛知犬上広域行政組合の共同処理する事務の変更

および規約の変更に関する協議につき議決を求めることについての提案理由の

ご説明を申し上げます。  

 現在、不燃ごみの受入れを行っている彦根市にある中山投棄場が令和３年３

月末日で不燃ごみの受入れを取りやめ、令和３年４月１日から東近江市小八木

町で新たな一般廃棄物中継施設が設置されることに伴い、地方自治法第２８６

条第１項の規定により、彦根愛知犬上広域行政組合の共同処理する事務を変更

し、及びこれに伴い彦根愛知犬上広域行政組合規約を変更することについて、関

係市町が協議することについて地方自治法第２９０条の規定により議決を求め

るものであります。  

 次に、議第９３号彦根市犬上郡営林組合規約の一部を改正する規約について

ご説明申し上げます。  

 営林組合は、多賀町内の一部の管理等を行っておりますが、近年の木材価格の

低迷により伐採木の売払いによる収入が不十分であるため、より効率な運営を

図るため、同様な構成団体である大滝山林組合の事務所内に事務所を変更する

ことにつき、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を求めるものであ

ります。  

 次に、議第９４号豊郷町国民健康保険条例の一部を改正する条例案について

ご説明申し上げます。  

 今回の改正は、地方税法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令第２６４

号）が令和２年９月４日に公布され、国民健康保険税の改正部分は令和３年１

月１日から施行されることに伴い、豊郷町国民健康保険税条例の一部を改正す

るものであります。主な改正内容といたしましては、個人所得税の見直しに伴う
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軽減判定所得基準の見直し、及び軽減判定所得基準の見直しに合わせた規定の

整備でございます。  

 次に、議第９５号豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案に

ついてご説明申し上げます。  

 国家公務員の期末勤勉手当については、民間の支給状況を反映して支給月数

を０ .０５月分引き下げる人事院勧告がされました。豊郷町においても、これに

基づき施行するものであります。  

 次に、議第９６号豊郷町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関す

る条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。  

 同条で第２条第２項に基づきその額は一般職の職員の例によりますので、支

給月数を０ .０５月分引き下げて施行するものでございます。  

 次に、議第９７号豊郷町議会議員および豊郷町長の選挙における選挙運動の

公費負担に関する条例案についてご説明申し上げます。  

 公職選挙法の一部を改正する法律が令和２年６月１２日に公布され、令和２

年１２月１２日より施行されます。これに伴い、豊郷町議会議員及び豊郷町長の

選挙における法第１４１条第１項の自動車の使用、法第１４２条第１項第７号

のビラの作成及び法第１４３条第１項第５号のポスターの作成の公費負担に関

し、必要な事項を条例で定めるものであります。  

 次に、議第９８号令和２年豊郷町一般会計補正予算（第７号）につきましてご

説明申し上げます。  

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億７,１５２万９,０００円

を追加し、歳入歳出予算総額を６２億７,６０８万３,０００円とするものであ

ります。 

 歳入では、国庫支出金３７０万５,０００円、県支出金７８万４,０００円、財

産収入８２５万１,０００円、寄附金８,０００万円、繰入金７,６１０万円、諸

収入２６８万９,０００円を追加するものであります。 

 次に、歳出では、総務費１億２ ,６２２万２ ,０００円、民生費８１５

万８,０００円、衛生費１,８５９万円、商工費１５万４,０００円、土木費４０７

万２ ,０００円、公債費６ ,２９６万２ ,０００円を追加し、議会費２３

万８ ,０００円、農林水産業費２４３万８ ,０００円、消防費１ ,６７８

万４,０００円、教育費２,９１６万９,０００円を減額するものであります。 

 次に、議第９９号令和２年度豊郷町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）についてご説明申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４４万５,０００円を追加し、
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歳入歳出予算総額をそれぞれ８億７,５０７万３,０００円とするものでござい

ます。 

 歳入では、繰入金４４万５,０００円を追加するものであり、次に歳出では総

務費１１５万９,０００円を追加し、基金積立金７１万４,０００円を減額する

ものであります。 

 補正予算の内容を申し上げますと、歳入では、５ページ、款６繰入金、項１一

般会計繰入金４４万５,０００円の増額につきましては、保険基盤安定保険税軽

減分、保険者支援分及び財政安定化支援事業の額の確定に伴うもの、及び個人所

得課税の見直しに伴うシステム改修経費の追加によるものであります。 

 次に、歳出では、６ページ、款１総務費、項１総務管理費１１５万９,０００

円の増額につきましては、個人所得課税の見直しに伴うシステム改修経費の追

加によるものであります。 

 また、款２保険給費、項１療養諸費７８３万９,０００円の減額、項２高額療

養費７８３万９,０００円の増額につきましては、現在までの給付実績を踏まえ、

令和２年度給付見込額の算出によるものであります。 

 また、款６基金積立金、項１基金積立金７１万４,０００円の減額につきまし

ては、一般会計繰入金の一部減額に伴います財源不足による基金積立ての取り

やめによるものであります。 

 次に、議第１００号令和２年度豊郷町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

についてご説明申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２３２万円を追加し、歳入歳

出予算総額をそれぞれ７億３,７０２万５,０００円とするものでございます。 

 歳入では、国庫支出金１９７万円、支払基金交付金１５万４,０００円、県支

出金７万１,０００円、繰入金１２万５,０００円を追加するものであり、次に歳

出では、総務費９１万２,０００円、地域支援事業費５６万８,０００円、基金積

立金８４万円を追加するものであります。 

 補正予算の内容を申し上げますと、歳入では、５ページ、款３国庫支出金、項２

国庫補助金１９７万円の増額につきましては、給付見込みの増加、各交付金の交

付決定によるもの及び特定個人情報データ標準レイアウト改定及び介護報酬改

定等に伴うシステム改修経費の追加によるものであります。 

 款４支払基金交付金、項１支払基金交付金１５万４,０００円の増額及び、６

ページ、款５県支出金、項２県補助金７万１,０００円の増額につきましては、

給付費見込みの増加によるものであります。 

 款７繰入金、項１一般会計繰入金１２万５,０００円の増額につきましては、
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給付見込みの増加、固定個人情報データ標準レイアウト改定及び介護報酬改定

等に伴うシステム改修経費の追加によるもの、及び令和元年度の低所得者保険

料軽減に要する経費の額の確定によるものであります。 

 次に、歳出が７ページ、款１総務費、項１総務管理費９１万２,０００円の増

額につきましては、介護報酬改定等に伴うシステム改修経費の追加によるもの

であります。 

 また、９ページ、款３地域支援事業費、項３介護予防日常生活支援総合事

業５６万８,０００円の増額につきましては、給付見込みの増加によるものであ

ります。 

 款４基金積立金、項１基金積立金費８４万円の増額につきましては、交付金の

増額に伴い、財源超過分を積み立てるものであります。 

 次に、議第１０１号令和２年度豊郷町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第３号）についてご説明申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６６万７,０００円を追加し、

歳入歳出予算総額をそれぞれ７,４９３万２,０００円とするものであり、歳入

では、繰入金４２万４,０００円、国庫支出金２４万３,０００円を追加するもの

であります。次に、歳出では、総務費１２１万７,０００円を追加し、後期高齢

者医療広域連合納付金５５万円を減額するものであります。 

 補正予算の内容を申し上げますと、歳入、５ページ、款３繰入金、項１一般会

計繰入金４２万４,０００円の増額につきましては、高齢者医療制度見直しとシ

ステム改修経費の追加及び保険基盤安定事業の額の確定によるものであります。 

 また、款７国庫支出金、項１国庫補助金２４万３,０００円の増額につきまし

ては、高齢者医療制度見直し等システム改修経費の追加によるものであります。 

 次に、歳出では、６ページ、款１総務費、項１総務管理費１２１万７,０００

円の増額につきましては、高齢者医療制度見直しとシステム改修経費の追加に

よるものであります。 

 款２後期高齢者医療広域連合納付金、項１後期高齢者医療広域連合納付

金５５万円の減額につきましては、保険基盤安定事業の額の確定によるもので

ございます。 

 以上、議第９２号から議第１０１号まで一括してご説明いたしました。ご審議

の方、よろしくお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。どうぞよ

ろしくお願いします。 

河合議長  山田総務課長。 

総務課長  それでは、私からは、豊郷町一般会計補正予算（第７号）の主要なものの説明
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をさせていただきます。  

 まず、９ページ、款１４国庫支出金、項１国庫負担金、目１民生費国庫負担金、

節１社会福祉費負担金の障害児入所給付費等事業負担金ついては、実績見込み

による１９６万２ ,０００円の増額です。  

 次に、中ほど、款１４国庫支出金、項２国庫補助金、目５教育費国庫補助金、

節１教育総務費補助金、学校保健特別対策事業費補助金については、新型コロナ

ウイルス感染症対策として、町立学校３校分の１５０万円の増額、中ほど、

款１５県支出金、項２県補助金、目７教育費県補助金、節１教育総務費補助金の

うち、スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金については、教員がよ

り一層児童生徒への指導や教材研究などに注力できる体制を整備するための配

置補助でございます。  

 次に、１１ページ、款１６財産収入、項２財産売払収入、目１不動産売払収入、

節１土地売払収入については、町有地の売払い６か所及び里道の払下げによ

る７７７万９ ,０００円の増額。次に、下段、目２物品売払収入については、消

防ポンプ車の売払いによる収入２５万円の増額。  

 次に、款１７寄附金、項１寄附金、目２総務費寄附金について、豊郷小学校旧

校舎活用寄附金及びふるさと応援寄附金の増額見込みによる８ ,０００万円の増

額。  

 次に、１２ページ、款１８繰入金、項１基金繰入金、目１財政調整基金繰入金

については、財源調整による繰入金６ ,７６０万円。下段、目４公共施設等総合

管理基金繰入金については、公立中学校通級教室新築工事に伴う基金の繰入

金８５０万円。同ページ、款２０諸収入、項５雑入、目４雑入、節２総務費雑入

については、コミュニティ助成事業、いわゆる宝くじ助成金が１６０万円です。  

 続いて、歳出を説明します。１３ページ、款２総務費、項１総務管理費、目１０

地域づくり推進事業費、節１２役務費については、ふるさと応援寄附金の返礼品

事務手数料などの手数料４ ,１３９万１ ,０００円。節１９負担金、補助金及び交

付金については、一般コミュニティ助成事業１６０万円。節２５積立金につきま

しては、ふるさと応援寄附基金などの８ ,０００万円でございます。  

 １５ページ、款３民生費、項１社会福祉費、目１２障害福祉費、節１９負担金、

補助金及び交付金については、作業所活動支援給付金については、新型コロナウ

イルス感染症福祉事業支援金にて対応したため、１００万円の減額。節２０扶助

費については、利用者の増加に伴う障害児通所給付費３９２万５ ,０００円の増

額。  

 １６ページ、款４衛生費、項２清掃費、目１清掃総務費、節１８備品購入費に
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ついては、軽トラ１台の購入による１６７万６ ,０００円。下段、目２じんあい

処理費、節１３委託費、一般廃棄物収集運搬処理業務委託料については、１回目

の廃品物回収を行った結果、相当量の廃棄物があったため、次回分につい

て９０６万２ ,０００円の増額。  

 １７ページ、款８土木費、項１土木管理費、目１土木総務費、節１８備品購入

費については、見回り隊軽トラ２台購入による３１３万３ ,０００円。  

 款９消防費、項１消防費、目１常備消防費、節１３委託料、消防業務委託事業

については、犬上分署でコロナ禍による時間外勤務などの減少による１ ,６７４

万２ ,０００円の減額。  

 １８ページ、款１０教育費、項２小学校費、目２豊郷小学校教育振興費、同じ

く下段の目４日栄小学校教教育振興費のうち節１３委託料、１８備品購入費に

ついては、入札執行残による減額。  

 １９ページ、項３中学校費、目２教育費、節１３委託料、１８備品購入費につ

いては、小学校と同様、入札執行残による減額。  

 ２０ページ、款１１公債費、項１公債費、目１元金については、借入れ７本の

繰上償還６ ,２９６万２ ,０００円です。  

 以上です。  

河合議長  以上で、全ての提案理由の説明が終わりました。  

 これより、日程第７、議第９５号及び日程第８、議第９６号について、一括議

題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

議  員  なし。 

河合議長  ないようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより議第９５号の討論を行います。討論はありませんか。 

議  員  なし。 

河合議長  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより、議第９５号豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

案を採決いたします。  

 賛成の諸君は起立を願います。  

議  員  （起立、多数）  

河合議長  起立多数であります。よって、議第９５号は原案どおり可決されました。 

 これより、議第９６号の討論を行います。討論はありませんか。 

議  員  なし。 

河合議長  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより、議第９６号豊郷町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に
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関する条例の一部を改正する条例案を採決いたします。  

 賛成の諸君は起立を願います。  

議  員  （起立、全員）  

河合議長  全員起立であります。よって、議第９６号は原案どおり可決されました。 

 なお、提案説明のあった他の議案につきましては、議案を熟読いただき、質疑

を１２月４日に行いますので、よろしくお願いいたします。 

 日程第１４、意見書第４号防災・減災、国土強靭化対策の推進を求める意見書

案を議題といたします。 

 村岸議員の提案の説明を求めます。村岸議員。 

村岸議員  それでは、意見書第４号防災・減災、国土強靭化対策の推進を求める意見書案。 

 近年、全国各地で大規模自然災害による甚大な被害が相次ぐ中、気候変動の影

響によりさらなる頻発化・激甚化が懸念されている。 

 このため、国においては、令和２年度までを実施期間とする「防災・減災、国

土強靭化のための３か年緊急対策」を策定し、予算を大幅に増額することにより、

地方とともに集中的な対策に取り組んでいるところである。 

 しかしながら、社会インフラは依然として脆弱であり、加えて高度経済成長期

に整備をした多くのインフラの老朽化が進んでいることから、道路・河川整備、

ため池等の防災・減災対策、老朽化対策など、安全安心な生活と経済活動を支え

るために必要となる対策を、今後も引き続き強力に推進する必要がある。 

 豊郷町でも３か年緊急対策を活用し、道路橋梁耐震補強対策を実施して、防

災・減災に向けた対策を強化してきたところであるが、令和２年度でこの措置が

廃止されることになれば、財政基盤が脆弱な本町にとっては深刻な影響を及ぼ

すことになります。 

 よって、国会及び政府におかれては、令和３年度以降も引き続き、防災・減災、

国土強靭化対策を強力に推進するため、下記の措置を講じられるよう強く求め

る。 

 記。１、「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」及び関連する地

方財政措置を、令和３年度以降５年間継続すること。 

 ２、インフラの老朽化対策、平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保す

るための幹線道路網のダブルネットワーク強化など対象事業を拡充すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 令和２年１１月３０日。滋賀県犬上郡豊郷町議会。 

 衆議院議長様。参議院議長様。内閣総理大臣様。財務大臣様。総務大臣様。農

林水産大臣様。国土交通大臣様。 
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 以上、意見書を提出いたしますので、議員の皆様の賛同をよろしくお願いいた

します。 

 以上です。 

河合議長  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

今村議員  はい、議長。 

河合議長  はい、今村さん。 

今村議員  それでは、質疑をいたします。このただいま提案がありました意見書の中

で、１１行目、「豊郷町でも３か年緊急対策を活用し、道路橋梁耐震補強対策を

実施して、防災・減災に向けた対策を強化してきたところであるが、令和２年度

でこの措置が廃止されることになれば、財政基盤が脆弱な本町にとっては深刻

な影響を及ぼすこととなります」という項目が入っておりますが、歌詰橋の耐震

化補強工事について、令和３年度は交付金対象とならないということを確認し

ておられるんでしょうか。その辺、説明してください。 

河合議長  村岸議員。  

村岸議員  今の点につきまして、地域整備課の方より補足説明を求めたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

河合議長  岡村地域整備課長。 

地域整備課長  今村議員の質疑にお答えいたします。  

 この意見書が通りまして、緊急対策が継続することになりましたら、歌詰橋の

工事につきましての交付金につきまして要望していくことができます。 

 以上です。 

河合議長  再質疑ありますか。  

今村議員  はい。 

河合議長  はい、どうぞ。  

今村議員  今、提案者の方にお聞きしたら、地域整備課長の説明を聞いてくださいという

ことでしたが、令和３年度に歌詰橋の交付金の引き続き申請は、これが出たら通

るというような言い方をされましたが、その根拠は何ですか。地域整備課長、説

明してください。 

河合議長  岡村地域整備課長。  

地域整備課長  今村議員の質疑にお答えいたします。  

 現在、豊郷町では、歌詰橋の耐震補強工事を実施しております。３年度におき

ましても、豊郷町側の橋脚の耐震補強をする予定をしております。ですので、今、

この防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策を利用して一部をやってお

ります。今度、３年度をする時には、その交付金に乗せ替えてするように今、県
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と相談しながら実施しておりますので、この意見書が出されまして、継続するこ

とになりましたら、公金の方が乗せられるというふうに考えております。 

 以上です。 

河合議長  今村さん、再々質疑ありますか。 

今村議員  ありません。 

河合議長  他に質疑ありませんか。 

 暫時休憩します。 

（午後２時１４分 休憩）  

（午後２時１６分 再開）  

河合議長  再開いたします。 

 他に質疑ありませんか。  

議  員  なし。 

河合議長  ないようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

今村議員  反対討論。 

河合議長  討論の申出があります。これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。  

 今村議員。  

今村議員  それでは、防災・減災、国土強靭化対策の推進を求める意見書案につきまして、

反対討論を行います。 

 先ほど、お聞きして、提案者の村岸議員に対しては、交付申請をなぜできるか

できないかと聞いた時に、地域整備課長が代理答弁をされたわけですけれども、

私もこの問題をやっぱり正確に認識するために、国土交通省道路局環境安全防

災課の担当官に連絡を取りまして、この国土強靭化防災安全総合交付金、これに

ついては、この緊急対策３か年計画、３か年交付金が超えてもあるのかどうかを

聞きました。そうしますと、それぞれの自治体で社会資本整備計画というのをつ

くられておりますと。うちでもつくっているからこそ、こういう交付金申請をし

ているわけですが、それの計画年度は３年、５年とありますと。ですから、この

緊急対策の３か年計画は、予算的には特別の措置という形でありますが、この交

付金申請に関しては、補助率２分の１で、毎年国がここに予算措置した金額に合

わせて交付をしていきますので、毎年社会整備、インフラ整備事業をやったその

結果に対して交付金を精算していますと。これは、２年度で切れるわけじゃあり

ませんと。緊急対策では３年間ですが、それで終わるわけではありませんと。そ

して、この補助率２分の１というのは、国の予算によって変わりますという判断。
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上限が２分の１で、上がることはありません。下がることはあっても。だから、

この補助金、防災安全交付金というのは、令和元年度が１兆３,１７３億円。令

和２年度が１兆３８８億円と下がっているんです。 

 ですから、当然考えたら３年度はこのコロナ不況の中で、税収も落ち込みます

し、コロナ対策費もかさみますし、当然落ち込みますが、なくなることはありま

せんという意見でした。その担当官はそういう説明されて、交付金申請していた

だければできますという話でした。 

 この今、地域整備課はこれを歌詰橋の工事を始めて、毎年交付金申請しなきゃ

いけないんですよね。この説明とは違うことをおっしゃって、こういったことを

意見書提案議員と担当課でこういうことを言うて、意見書が必要だみたいなこ

とは本来本末転倒の話だと思います。私は、今、日本の社会資本、インフラ整備、

もう老朽化して、もう更新時期に来ているのは事実です。でも、それに対して、

豊郷町の整備計画にのっとったこういった国の交付金に関わる申請も含めてや

るのはおかしな話だと思いますので、この時期、やっぱり無駄な大型公共事業を

地方でやって、交付金は僅かですから、起債をいっぱい起こすようなこういった

ことには、もっと町としても慎重にあるべきだと私は議員の１人として思って

いますので、反対といたします。 

河合議長  次に、本案に対する賛成討論を許します。 

 西澤博一議員。 

西澤博一議員  防災・減災、国土強靭化対策の推進を求める意見書に対して賛成討論を行いま

す。 

 近年、気候変動による全国各地で大規模自然災害の甚大な被害等が多く発生

している。本町でも、豪雨、地震、台風等に伴う災害が発生することが多くなっ

てきました。現在、工事中の歌詰橋の耐震補強については、議会また質問等で迅

速な対応を要望しておりますが、いつ起こるか分からない自然災害に備え、住民

の安全安心、また命を守るために大変重要であります。 

 今後、政府において財政基盤の脆弱な地方自治体に対して、より一層の財政支

援が必要であり、そのためにも防災・減災、国土強靭化対策を５年間継続、また

インフラ老朽化対策等に措置を講じられるよう強く求め、この意見書に対して

賛成といたします。 

 以上です。 

河合議長  他に討論ありませんか。  

議  員  なし。 

河合議長  ないようですから、これをもって討論を終結いたします。 
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 これより意見書第４号防災・減災、国土強靭化対策の推進を求める意見書案を

採決いたします。 

 賛成の諸君は起立願います。 

議  員  （起立、多数）  

河合議長  起立多数であります。よって、意見第４号は原案どおり可決されました。 

 なお、意見書第４号は豊郷町議会として関係機関へ送付いたします。 

 提出された議案については、本日は以上ですので、町長、教育長、総務課長、

教育次長を除く説明員の皆様は、退席をいただき、それぞれの業務に戻ってもら

って結構です。説明員の皆様、ご苦労さまでした。  

 それでは、暫時休憩といたします。 

（午後２時２４分 休憩）  

（午後２時２８分 再開）  

河合議長  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。  

 ただいま副議長の今村恵美子議員から副議長の辞職願が提出されました。  

 お諮りいたします。  

 副議長辞職の件を日程に追加し、日程第１０号として直ちに議題とすること

にご異議ありませんか。  

議  員  異議なし。 

河合議長  異議なしと認めます。よって、副議長辞職の件を日程に追加し、日程第１０号

として議題とすることに決定いたしました。  

 ただいまより事務局長に日程を配付させます。  

事務局長  （日程配付）  

河合議長  日程第１０号、副議長辞職の件を議題といたします。  

 地方自治法第１１７条の規定により、今村恵美子議員の退場を求めます。 

今村議員  （退場） 

河合議長  事務局長に辞職願を朗読させます。  

事務局長  令和２年１１月３０日。豊郷町議会議長様。豊郷町議会副議長今村恵美子。辞

職願。このたび一身上の都合により副議長を辞職したいので、許可されるよう願

い出ます。  

河合議長  お諮りいたします。  

 今村恵美子議員の副議長辞職を許可することにご異議ありませんか。  

議  員  異議なし。 

河合議長  異議なしと認めます。よって、今村恵美子議員の副議長の辞職を許可すること

に決定いたしました。  
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 今村恵美子議員の入場を許します。  

今村議員  （入場） 

河合議長  今村副議長には、大変ご苦労さまでございました。  

 ただいま副議長が欠けました。  

 お諮りいたします。  

 副議長の選挙を日程に追加し、日程第１６とし、直ちに副議長の選挙を行いた

いと思います。ご異議ありませんか。 

議  員  異議なし。 

河合議長  異議なしと認めます。よって、副議長の選挙を日程に追加し、日程第１６とし

て副議長の選挙を行うことに決定いたしました。  

 日程第１６として副議長選挙を行います。  

 選挙は投票で行います。  

 議場の出入口を閉めます。  

事務局長  （議場閉鎖）  

河合議長  ただいまの出席議員は１１名です。  

 次に、立会人の説明をいたします。  

 会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に日比野雄二議員及び中島政

幸議員を指名いたします。  

 投票用紙を配ります。  

事務局長  （投票用紙配付）  

河合議長  念のために申し上げます。投票は単記無記名です。投票用紙の配付漏れはあり

ませんか。  

議  員  なし。 

河合議長  配付漏れなしと認めます。  

 投票箱を点検いたします。  

 立会人の方、お願いします。  

事務局長  （投票箱点検）  

河合議長  異常なしと認めます。  

 それでは、ただいまから投票を行います。  

 １番議員から順番に投票をお願いします。  

議  員  （投票）  

河合議長  投票漏れはありませんか。  

議  員  （なし）  

河合議長  投票漏れなしと認めます。  
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 投票を終わります。  

 開票を行います。  

 日比野議員、中島議員、開票の立会をお願いします。  

事務局長  （開票）  

河合議長  ただいまの選挙結果を報告いたします。  

 投票総数１１票。有効投票９票。無効投票２票です。  

 有効投票のうち、高橋直子議員４票。中島政幸議員５票。  

 以上のとおりであります。  

 この選挙の法定得票数は３票です。したがって、中島政幸議員が副議長に当選

されました。  

 議場の出入口を開きます。  

事務局長  （議場開放）  

河合議長  ただいま副議長に当選されました中島政幸議員は議場におられます。  

 会議規則第３３条第２項の規定によって、当選の告知をいたします。  

 中島議員、副議長当選承諾と併せて、ご挨拶をお願いいたします。  

 中島議員。  

中島議員  ただいま副議長に選任をされました。誠にありがとうございます。  

 先輩議員、同僚議員のなお一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願いいたし

まして、お礼の言葉とさせていただきます。ありがとうございます。  

河合議長  暫時休憩いたします。  

（午後２時４０分 休憩）  

（午後２時４１分 再開）  

河合議長  今村議員から議会運営委員会委員の辞任願が提出されました。 

 お諮りいたします。  

 今村議員の議会運営委員会委員の辞任の件を日程に追加し、日程第１７とし

て直ちに議題とすることにご異議ありませんか。  

議  員  異議なし。 

河合議長  異議なしと認めます。よって、議会運営委員会委員の辞任の件を日程に追加

し、日程第１７として直ちに議題とすることに決定いたしました。 

 ただいまより事務局長に日程を配付させます。  

事務局長  （日程配付）  

河合議長  日程第１７、議会運営委員会の委員の辞任の件を議題といたします。  

 地方自治法第１１７条の規定により、今村恵美子議員の退場を求めます。 

今村議員  （退場） 
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河合議長  事務局長に辞任願を朗読させます。  

事務局長  令和２年１１月３０日。豊郷町議会議長様。議会運営委員会委員今村恵美子。

辞任願。このたび都合により議会運営委員会委員を辞任したいので、許可される

よう願い出ます。  

河合議長  お諮りいたします。  

 今村恵美子議員の議会運営委員会委員辞任を許可することにご異議ありませ

んか。  

議  員  異議なし。 

河合議長  異議なしと認めます。よって、今村恵美子議員の議会運営委員会委員の辞任を

許可することに決定いたしました。  

 今村議員の入場を許可します。  

今村議員  （入場） 

河合議長  採決の結果を報告いたします。  

 今村恵美子議員の議会運営委員会委員の辞任を許可することに決定いたしま

した。  

 暫時休憩いたします。  

（午後２時４５分 休憩）  

（午後２時５９分 再開）  

河合議長  ただいま今村恵美子議員の議会運営委員会委員の辞任より、議会運営委員会

は１名欠員になりました。よって、議会運営委員会の補欠選任の件を日程に追加

し、日程第１８として議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

議  員  異議なし。 

河合議長  異議なしと認めます。よって、議会運営委員会委員の補欠選任の件を日程に追

加し、日程第１８として議題とすることに決定いたしました。  

 お手元に配付しております。  

 お諮りいたします。  

 日程第１８、議会運営委員会委員の補欠選任の件を議題といたします。  

 議会運営委員会委員の補欠選任については、委員会条例第７条第４項の規定

により、お手元に配付されました名簿のとおり指名をしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。  

議  員  異議なし。 

河合議長  異議なしと認めます。したがって、議会運営委員会委員は、お手元に配付され

ました名簿のとおり選任することに決定いたしました。  

 以上をもって、本日の日程は終了いたしました。 
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 ご承認いただきました日程表により、１２月１日から１２月３日までは、議案

熟読のために休会といたします。なお、次回は１２月４日に本会議を開き、質疑、

一般質問を行いますので、定刻ご参集をお願いいたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでした。 

（午後３時００分 散会）  


